
１　牧場入口での来場者記録票の記入・専用衣への更衣・職員による車両消毒

➀　業者の方に来場者記録票を記入してもらい、衛生管理区域に入場させても良いか牧場職員が記入内容を
チェックします。

②　業者の方に業者専用更衣室で衛生管理区域専用のつなぎと長靴に着替えてもらい、手指消毒を行ってもら
います。
③　牧場職員が車両消毒を行います。

　　※業者の方は、更衣して車両に乗り込んだら、用務先まで降車できません

　　　　　　　＜来場者記録票＞
入場前に他の畜産関連施設への立寄りの
有無などを記入していただきます

＜専用更衣室＞

専用のプレハブを準備しています。履いてきた靴と場内専用長靴
が混ざらないよう、すのこを置いて仕切り、ワンウェイにしています

入場時の動線

退場時の動線

宮崎牧場では、衛生管理区域に病原体を持ち込まないため、衛生管理区域に入場する業者については、以下
の手順で入場してもらいます

衛生管理区域への入場手順（例：業者の方の肉用牛基地への入場）
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２　衛生管理区域入口での車両消毒

＜足回りの消毒＞ ＜使い捨てフロアマットの使用＞＜車内の消毒＞

＜職員による車両消毒＞
車両全体に消毒薬を噴霧しますのでご了承ください。車両外面だけでなく、ハンドルや車内のペダルなども消毒します。
また、使い捨てのフロアマットを敷いてもらいます。

来場者記録票の記入・専用着への更衣・車両消毒が終わったら、
車両で移動してもらいます

さらに衛生管理区域入口にある自動車両消毒装置を通過
し、車両を消毒してもらいます

３　衛生管理区域内の用務先へ

用務先まで降車できません

不用の場所への立入りや、家畜への
接触は禁止しています

自動車両消毒装置

一畜

庁舎

移動経路 主な用務先（家
畜飼養エリア）


